
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
号 

 
埼
玉
県
貸
金
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

 

埼
玉
県
貸
金
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

埼
玉
県
貸
金
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
九
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
閲
覧
の
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
に
備
え
置
き
、
」
を
「
（
以

下
「
金
融
課
」
と
い
う
。
）
に
備
え
置
く
と
と
も
に
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
登
録
簿
を
電

子
メ
ー
ル
で
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
中
「
登
録
簿
」
を
「
金
融
課
で
の
登
録
簿
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
「
日
曜
日
及
び
土
曜
日
並
び
に
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
七
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
休
日
並
び
に
一
月
二
日
か
ら
四
日
ま
で
及
び
十
二
月
二
十

八
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
の
日
」
を
「
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
埼
玉
県
条
例

第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
二
項
中
「
第
二
条
の
閲
覧
所
（
以
下
「
閲
覧
所
」
と
い
う
。
）
に
掲
示
」
を
「
埼
玉

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
り
公
表
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
中
「
登
録
簿
」
を
「
金
融
課
に
備
え
置
か
れ
た
登
録
簿
」
に
、
「
は
、
閲
覧
所
」
を
「
に

あ
つ
て
は
金
融
課
」
に
、
「
記
入
し
て
」
を
「
記
入
し
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
登
録
簿
を

閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
所
定
の
事
項
を
入
力
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
金
融
課
あ
て
に
送

付
し
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
登
録
簿
閲
覧
の
禁
止
事
項
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
登
録
簿
を
閲
覧

す
る
」
を
「
金
融
課
に
備
え
置
か
れ
た
登
録
簿
を
閲
覧
す
る
」
に
、
「
閲
覧
所
」
を
「
金
融
課
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
登
録
簿
を
閲
覧
す
る
者
は
、
登
録
簿
の
編
集
、
加
工
、
改
ざ
ん
、

流
用
及
び
第
三
者
提
供
等
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
八
条
中
「
禁
止
」
を
「
拒
否
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
き
損
」
を
「
棄
損
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


